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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  令和６年１月１７日（水） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市役所 ２階 大会議室 

 

３．農業委員  １１名中９名出席し、その氏名は次のとおり 

尾 上 昭 則   出 射   實   宮 本 英 美   由 喜 門  尊   

藤 原 由 果   宇 津 木 康 文   石 黒 五 月   藤 原 和 正   

大 森 茂 利   

 

欠席委員 

太 田   修   久 山 英 之 

 

４．農地利用最適化推進委員 

  山 本 昌 明   服 部 千 敏   松 本 英 樹   髙 田 和 之 

  時 實 乙 伊   山 﨑   徹   大 河 原 律 夫   佐 藤 辰 也 

 田 中 伸 五   正 富 清 人   吉 田   宏   山 内 桂 三 

 小 西 健 文   大 森 幹 男   福 池 正 美   時 岡 加 卓 

 大 森 文 生   山 本 祐 章   久 米 啓 之 

 

  欠席委員 

岡 﨑   浩  

 

５．議事に参与した者 

  事務局長 青木  潔 

事 務 局  横見瀬 文子 

事 務 局 藤原 敬士 

  事 務 局 藤原 将也 

 

６．議事内容 

  報 告 事 項  農地法許可に係る専決処分について 

第１号議案  農地法第３条許可申請について 

第２号議案  農地法第４条許可申請について 

第３号議案  農地法第５条許可申請について 

第４号議案  農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定） 

 

そ の 他 
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事 務 局 開会を宣言する（午前９時３０分） 

これより令和５年度瀬戸内市農業委員会、第１０回の総会を始めます。

会長よろしくお願いします。 

議 長  （あいさつ） 

皆様の適正な審査、よろしくお願いします。 

事  務  局長   ただいまの農業委員の出席数は定数１１名のうち９名ということで、瀬 

戸内市農業委員会総会議事規則第７条により、この総会が成立している 

ことをご報告します。 

なお、農業委員 太田 修委員、久山 英之委員、推進委員 岡﨑 浩

委員から欠席届が出ていることを報告します。 

 事務局から議案審議に先立ちまして、１点説明があります。 

 

事 務 局   【農業委員会組織・各委員会の役割について説明】 

         

事 務 局 長  それでは、以降の議事の進行につきましては会長、よろしくお願いしま 

す。 

議 長   それでは、本日の議事録署名委員を指名させていただきます。本日の署 

名委員に宇津木 康文委員、大森 茂利委員、よろしくお願いします。

それでは、議題に入ります。 

まず、報告事項 農地法許可に係る専決処分について、事務局の説明を 

お願いします。 

事  務  局   まずは、議案資料、１頁をご覧ください。 

 

           【農地法許可に係る専決処分について議案書をもとに説明】 

 

         以上、事務局からの説明を終わります。 

 

議 長  この案件について何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 

         （意見なし） 

 

議    長  ご意見ないようですので、この案件につきましては、報告承認とさせて 

いただきます。 

続きまして、第１号議案、農地法第３条許可申請について、事務局の 

説明をお願いします。 

事 務 局   それでは、議案資料２頁目をご覧ください。第１号議案 農地法第３条 

条許可申請についてです。 

 【１番案件】 
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         譲受人「岡山市中区土田１８２番地１０ ＡＧＲＩブロードカントリー

株式会社 代表取締役 國廣 かよ子 農業」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

農地の所在２筆。「牛窓町牛窓２４６３-１」。面積「３７８㎡」。 

        「牛窓町牛窓２４６７-１」。面積「１，６５２㎡」。 

登記、現況地目「田」。農地までの距離「４，０００ｍ」。耕作面積

「４６，０３２㎡」。 

家族数、耕作者数はいずれも「５名」。取得の理由は「増反」によるも 

の。 

譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転による

もので１０aあたり■ ■となっています。 

【２番案件】 

  譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

農地の所在２筆。「邑久町尾張８９２-１」。面積「８１㎡」。 

        「邑久町尾張８９３-１」。面積「８０㎡」。 

登記、現況地目「畑」。 

農地までの距離「１０ｍ」。耕作面積「２９，２２３㎡」。 

家族数及び耕作者数はいずれも「２名」。取得の理由は「増反」による

もの。 

譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転による

もので１０aあたり■ ■となっています。 

【３番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

農地の所在３筆。「邑久町山手２１０５」。面積「７０㎡」。 

         「邑久町山手２１０６-１」。面積「６０７㎡」。 

         「邑久町山手２１０７-１」。面積「２９５㎡」。 

登記、現況地目「畑」。   

農地までの距離「２，４００ｍ」。耕作面積は「１８６㎡」。家族数、

耕作者数はいずれも「２名」。取得の理由は「増反」によるもの。 

譲渡の理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０aあたり■ ■となっています。 

【４番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

農地の所在。「邑久町山手２１０８-１」。面積「３０７㎡」。登記、

現況地目「畑」。 



- 4 - 

農地までの距離「２，４００ｍ」。耕作面積「１８６㎡」。家族数、耕

作者数はいずれも「２名」。取得の理由は「増反」によるもの。 

譲渡の理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０aあたり■ ■となっています。 

【５番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

農地の所在２筆。「邑久町山田庄６８９-３」。面積「６４５㎡」。 

                 「邑久町山田庄６９０-２」。面積「６８４㎡」。 

登記、現況地目「田」。 

農地までの距離「６００ｍ」。耕作面積「１，３２９㎡」。家族数、耕

作者数はいずれも「６名」。取得の理由は「増反」によるもの。 

譲渡の理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０aあたり■ ■となっています。 

【６番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

土地の所在「邑久町山田庄６８８」。面積「１，３２９㎡」。 

登記、現況地目「田」。農地までの距離「６００ｍ」。耕作面積 

「７，９４４㎡」。家族数、耕作者数はいずれも「３名」。取得の理由

は「増反」によるもの。 

譲渡の理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０aあたり■ ■となっています。 

【７番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

土地の所在６筆。「邑久町豆田９３-１」。面積「６１７㎡」。 

         「邑久町豆田９３-３」。面積「２６９㎡」。 

         「邑久町豆田９３-４」。面積「２８８㎡」。 

         「邑久町豆田１０７」。面積「１，４８４㎡」。 

         「邑久町豆田６１０-１」。面積「１，６２０㎡」。 

登記、現況地目「田」。 

「邑久町豆田６０６-２」。面積「１８２㎡」。 

         登記、現況地目「畑」。 

農地までの距離「３５，５００ｍ」。耕作面積「０㎡」。 

家族数、耕作者数はいずれも「１名」。取得の理由は「増反」によるも

の。 
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譲渡の理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０aあたり■ ■となっております。 

耕作面積０㎡について、譲受人は現在■■市にお住まいで、農地こそ所

有していませんが、以前から農業に興味があり、この度知人を介して譲

受人と話がまとまったことから、譲渡人が所有する空き家の取得と合わ

せて農地を取得し、水稲を栽培する計画で申請に至ったものです。 

【８番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

土地の所在２筆。「邑久町北島１３７８-１」。面積「２３８㎡」。 

        「邑久町北島１３８０-１」。面積「１３１㎡」。 

登記、現況地目「畑」。 

農地までの距離「１５０ｍ」。耕作面積「０㎡」。 

家族数、耕作者数はいずれも「３名」。取得の理由は「増反」によるも

の。 

譲渡の理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０aあたり■ ■となっております。 

【９番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

土地の所在「邑久町北池４４０-１」。面積「８５㎡」。 

登記、現況地目「田」。 

農地までの距離「１２，４００ｍ」。耕作面積「６，４８２㎡」。 

家族数、耕作者数はいずれも「１名」。取得の理由は「増反」によるも

の。 

譲渡の理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０aあたり■ ■となっております。 

【１０番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

土地の所在２筆。「邑久町福谷４０９０」。面積「２８９㎡」。 

         「邑久町福谷４０９６」。面積「１５０㎡」。 

登記、現況地目「田」。 

農地までの距離「５ｍ」。耕作面積「０㎡」。 

家族数、耕作者数はいずれも「２名」。取得の理由は「増反」によるも

の。 

譲渡の理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０aあたり■ ■となっております。 
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耕作面積０㎡について、譲受人は元々県外に居住されていましたが、■

■■を開業するにあたりご家族で瀬戸内市に移住されました。■■■で

提供する食事について、自身で栽培した野菜を使用されたいとのことで、

この度農地を取得し、野菜作りを行う計画となっています。 

【１１番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

土地の所在４筆。「邑久町福谷４０８１」。面積「１２０㎡」。 

         「邑久町福谷４０８２」。面積「８９㎡」。 

        「邑久町福谷４０８４」。面積「４２㎡」。 

         「邑久町福谷４０９１」。面積「３０６㎡」。 

登記、現況地目「畑」。 

農地までの距離「５ｍ」。耕作面積「０㎡」。 

家族数、耕作者数はいずれも「２名」。取得の理由は「増反」によるも

の。 

譲渡の理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０aあたり■ ■となっております。 

【１２番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

土地の所在「長船町磯上１２３４-１」。面積「１，０４２㎡」。登記、

現況地目「田」。 

農地までの距離「７０ｍ」。耕作面積「１０，１２７.７６㎡」。 

家族数、耕作者数はいずれも「３名」。取得の理由は「増反」によるも

の。 

譲渡の理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によ

るもので１０aあたり■ ■となっております。 

議 長   続きまして、担当委員のご意見を伺います。 

１番案件について、山本委員より説明をお願いします。 

山 本 委 員   １番案件について、譲受人は牛窓地区で野菜の栽培をしており、譲渡人 

        が高齢のため今後の耕作が困難なことから売買の話に至りました。地目

は田ですが、現況は畑として既に使用されている農地であり、問題はあ

りません。 

議 長   続きまして、２番案件について、山﨑委員より説明をお願いします。 

山 﨑 委 員   ２番案件について、譲受人が自宅に隣接する農地を取得し、規模拡大を 

        図るもので、問題ありません。 

議 長   続きまして、３番案件、４番案件、５番案件、６番案件について、大河 

         原委員より説明をお願いします。 
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大河原委員   ３番案件及び４番案件について、譲渡人は農地の管理が困難ということ

で譲受人に相談があり、売買の話でまとまりました。 

５番案件及び６番案件について、耕作の都合上、譲渡人と譲受人が農地

を交換したいということで話がまとまったものです。問題ありません。 

議 長   続きまして、７番案件について、佐藤委員より説明をお願いします。 

佐 藤 委 員   ７番案件について、譲受人は現在市外にお住まいで、耕作面積が０㎡ 

ということもあり、地元から営農に関する懸念の声がありました。 

そのため、地元の役員、当事者、農業委員会事務局で話し合いの場を設

け、耕作の予定、草刈等の農地の管理、水利等について話合い、あらか

じめ合意形成を図っております。 

また、譲受人は農業未経験者のため、営農される中で何か問題等が生じ

た場合は、地元の方に相談をすることで約束しました。問題ありません。 

議 長   続きまして、８番案件について、岡﨑委員が欠席により事務局より説明 

をお願いします。 

事 務 局   ８番案件については事務局から説明します。 

        議案説明の際に申し上げたとおり、譲受人は本人名義では農地は所有さ

れていませんが、義父が邑久町北島で 60ａ程度の農地を所有されており、

これまでも一緒に農業をしていましたが、父が高齢ということもあり、

近く農業を引き継ぐ予定となっています。 

これに合わせて譲受人が主体で農業を開始するにあたり、規模拡大を図

っていくもので、農業機械も父から譲り受けるとのことです。 

問題ありません。 

議 長   続きまして、９番案件について、吉田委員より説明をお願いします。 

吉 田 委 員   ９番案件について、譲受人及び譲渡人は平成元年頃に農地法第３条で農

地の売買をされていますが、その際に申請漏れの農地があったことが判

明し、今回の申請に至ったものです。現地は既に譲受人が使用されてお

りますが、譲受人は引き続き耕作をされるとのことで、問題ないと思い

ます。 

議 長   続きまして、１０番案件、１１番案件について、小西委員より説明をお 

願いします。 

小 西 委 員   １０番案件、１１番案件について、譲受人は県外にお住まいでしたが、 

                ■■施設のない瀬戸内市に■■■を作りたいということで移住をされま 

        した。 

        無農薬の野菜等を食べてもらいたいということで、今回農地の取得を申 

請したもので、譲受人も積極的に地域の方と溶け込みを図っており、周

囲の理解も得られているので問題ないと思います。 

議 長   続きまして、１２番案件について時岡委員より説明をお願いします。 

時 岡 委 員   １２番案件について、譲受人はぶどう栽培をされており、今回規模拡大 
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        を図りたいとのことで譲渡人と話がまとまりました。問題ありません。 

議 長    それでは、ただ今の第１号議案につきまして、何かご意見、ご質問あり 

ましたらお願いします。 

          

（意見なし） 

 

それでは意見なしとしまして、続いて、採決に入ります。 

         第１号議案 農地法第３条許可申請の１番案件から１２番案件について、

可決に賛成の方は挙手をお願いします。 

         

（賛成者挙手） 

         

議 長     全員賛成ということで、許可を決定します。 

続きまして、第２号議案 農地法第４条許可申請について、事務局の説 

明をお願いします。 

事  務  局     それでは、議案資料、４頁目をご覧ください。 

【１番案件】 

申請人「■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■」。 

土地の所在「邑久町大窪４３９-１」。地目「田」。面積「２４０㎡」。 

転用目的「車庫」。施設の概要「車庫（カーポート）３０.１７㎡」。 

農地区分「第２種農地で１０aあたり米４５０㎏」。資金は「■ ■」。

隣地への被害はありません。 

転用申請で農用地区域外農地です。位置図は、資料９頁をご覧ください。 

瀬戸内ＩＣから北西へ約５５０ｍのところに位置しています。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長    続きまして、担当委員のご意見を伺います。１番案件について、田中委 

員お願いします。 

田 中 委 員   １番案件について、宅地内には既存の車庫がありましたが、申請人が宅 

地を相続した際に車庫の設置敷地が隣接地にまたがっていることが判明

しました。既に老朽化していたこともあり、取り壊しに合わせて今回の

申請地に車庫を新設するものです。問題ありません。 

議 長    それでは、ただいまの第２号議案 農地法第４条許可申請について、１ 

番案件につきまして何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

         

（意見なし） 

 

それでは意見なしとして、続いて、採決に入ります。 
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         第２号議案 農地法第４条許可申請の１番案件について、許可に賛成の

方は挙手をお願いします。 

          

（賛成者挙手） 

 

議 長   全員賛成ということで、承認とします。 

         

議 長   続きまして、第３号議案、農地法第５条許可申請について、事務局の説 

明をお願いします。 

事  務  局   それでは、議案資料５頁目をご覧ください。 

【１番案件】 

         借人「邑久町山田庄３６３番地４ 不動産業 有限会社 瀬戸内興産 

代表取締役 上山 広倫」。 

         貸人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。 

         土地の所在「邑久町山田庄３０２-１」。地目「田」。面積 

「２，４８４㎡」。 

転用目的「仮設通路及び資材置場」。施設の概要「仮設通路及び資材置 

場 ４００㎡」。 

農地区分「第２種農地で米４２０㎏」。資金は「■ ■」。 

隣地への被害はありません。 

なお、賃貸借権設定で、農用地区域外農地、１０ａあたり■ ■です。

位置図は資料１０頁をご覧ください。 

朝倉モータースより北へ約１００ｍのところに位置しています。 

         【２番案件】 

         借人「牛窓町牛窓６４１０番地 建設業 株式会社 元浜組 代表取締 

         役 元浜 詳一」。 

         貸人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■」。 

         土地の所在「邑久町豆田９７１-１」。地目「畑」。面積「３６２㎡」。 

         転用目的「仮設事務所」。施設の概要「仮設事務所 １棟 ６７.１８ 

㎡」。 

         農地区分「第２種農地で普通畑」。資金「■ ■」。 

隣地への被害はありません。 

なお、使用貸借権設定で農用地区域外農地、１０aあたり■ ■です。

位置図は資料１１頁をご覧ください。 

旭東自動車教習所より北へ約３００ｍのところです。 

【３番案件】 

譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。 
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土地の所在「邑久町下笠加８２９-１」。地目「田」。面積「４０３

㎡」。 

転用目的「自己住宅」。施設の概要「２階建 １棟 ８１.１５㎡ 車 

庫（カーポート）１棟 ３０.１７㎡」。 

建ぺい率「２７.５０％」。 

農地区分「第２種農地で１０aあたり米４５０㎏」。資金「■ ■」。

隣地への被害はありません。 

なお、賃貸借権設定で農用地区域外農地、１０aあたり■ ■です。位

置図は資料１２頁をご覧ください。 

岡山学芸館高校サッカー部練習場より西へ約４００ｍのところです。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長    続きまして、担当委員のご意見を伺います。１番案件について、大河原 

         委員より説明をお願いします。 

大河原委員   １番案件について、前回農地法第５条で許可となった建売分譲住宅の農

地転用に際して、土砂等を搬入する通路に変更が生じたため、北側に

位置する今回の申請地を通路及び資材置場に一時転用するものです。

問題ないと思います。 

議 長   続きまして、２番案件について、佐藤委員より説明をお願いします。 

佐 藤 委 員   ２番案件について、以前にも申請と同じ内容で一時転用許可を受けた経 

緯があり、今回も同内容ということで、排水や地元同意等問題ないと思 

います。 

議 長   続きまして、３番案件について、吉田委員より説明をお願いします。 

吉 田 委 員   ３番案件について、譲渡人は現在県外にお住まいで、今後戻られる予定

もないとのことで農地の処分を進められており、その中で今回の申請

に至ったものです。この農地は以前から地上げがなされており、先行

転用されている農地でありますが、今回の申請で正式に転用がなされ

るものです。問題ありません。 

議 長    それでは、ただいまの第３号議案 農地法第５条許可申請について、１ 

番から３番までの案件につきまして、何かご意見、ご質問ありましたら 

お願いします。 

         

（意見なし） 

 

それでは意見なしとして、続いて、採決に入ります。 

         第３号議案 農地法第５条許可申請の１番から３番までの案件について、

許可に賛成の方は挙手をお願いします。 

         

（賛成者挙手） 
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議 長   全員賛成ということで、承認します。 

議 長   続きまして、第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農地利用集 

積計画について（利用権設定）、事務局の説明をお願いします。 

事  務  局    それでは、議案資料、６頁、７頁、８頁をご覧ください。 

          

【第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画に 

ついて(利用権設定)議案書をもとに説明】 

 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議 長    ただ今の第４号議案につきまして、何かご意見、ご質問がありましたら 

        お願いします。 

         

（意見なし） 

         

   ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、承認とします。 

それでは最後のその他の項目についてです。事務局、お願いします。 

事  務  局    今後総会の予定については、２月の通常総会は、２月１４日水曜日に 

瀬戸内市役所 ２階 大会議室で開催予定です。 

３月の通常総会は、３月１４日木曜日に瀬戸内市中央公民館 １階 視 

聴覚室で開催予定です。 

議 長    他にご意見、ご質問はありませんか。 

それではご意見もありませんので、これをもちまして、令和５年度１月

の総会を閉会します。 

ありがとうございました。 

 

 

（午前１０時００分 閉会） 

 

 

 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印す

る。 
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令和６年１月１７日 

 

議   長   藤 原 和 正 

 

署 名 委 員   宇 津 木 康 文 

        

署 名 委 員   大 森 茂 利 


